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平成３１年労第１３３号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

労働基準監督署長（以下「監督署長」という。）が平成３０年１０月１６日付けで

再審査請求人（以下「請求人」という。）に対してした労働者災害補償保険法による

療養補償給付を支給しない旨の処分を取り消すことを求める。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、会社Ａ（以下「会社」という。）が元請として施工したＢの下水道工

事現場において、作業に従事していた。 

２ 請求人によると、昭和６０年１２月又は昭和６１年１月頃、同工事現場での作

業中に、単管パイプが頭部に当たり、深さ約６ｍの立坑に転落して右足、顔面及

び全身打撲の負傷（以下「本件災害」という。）をしたという。請求人は、平成３

０年５月１８日、Ｃ医療機関を受診し、「右変形性足関節症」（以下｢本件傷病｣と

いう。）と診断された。 

３ 本件は、請求人が、本件傷病は本件災害による傷病であり、業務上の事由によ

るものであるとして療養補償給付の請求を行ったところ、監督署長はこれを支給

しない旨の処分（以下「本件処分」という。）をしたことから、本件処分を不服と

して同処分の取消しを求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査請

求をしたところ、審査官が平成３１年１月３１日付けでこれを棄却する旨の決定

をしたことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

 （略） 

２ 原処分庁 

 （略） 
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第４ 争  点 

請求人の本件傷病が業務上の事由によるものと認められるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

１ 当審査会の事実認定 

当審査会の事実認定及び判断は、次の２のとおり付加するほかは、決定書理由

に記載するところと同旨であるので、同決定書理由に説示する「判断の要件」と

ともに、これを引用する。 

２ 当審査会の事実の認定 

  請求人は、本件災害があった証拠として、本件災害の際の所属事業場が借り上

げた部屋に一緒に居住していた者の証言を提出し、昭和６０年１２月、昭和６１

年１月又は昭和６２年２月１９日に、本件災害により負傷し、本件傷病は本件災

害によるものであると主張することから、一件記録を精査したが、決定書理由に

説示のとおり、同証言は負傷時期及び発生状況が明確ではなく、客観的に本件災

害の事実を確認することはできない。 

  したがって、監督署長が請求人に対してした療養補償給付を支給しない旨の処

分は妥当である。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないこと

から、請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 

令和２年３月４日 

 


